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ヤングケアラーへの支援と課題

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
へ
の
支
援
と
課
題 

―
―
従
来
型
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
壁
―
―

橋　
　

爪　
　

幸　
　

代

Ⅰ　

は
じ
め
に

Ⅱ　

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
を
め
ぐ
る
現
状
―
―
国
の
実
態
調
査
を
通
し
て
―
―

Ⅲ　

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
施
策
の
展
開

Ⅳ　

日
本
に
お
け
る
施
策
と
今
後
の
課
題

Ⅴ　

お
わ
り
にⅠ　

は
じ
め
に

　

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
は
、
本
来
大
人
が
担
う
と
想
定
さ
れ
て
い
る
家
事
や
家
族
の
世
話
な
ど
を
日
常
的
に
行
っ
て
い
る
子
ど
も
の

こ
と
を
い
う
、
と
さ
れ
る
。
法
令
上
の
定
義
は
な
い
が
、
こ
ど
も
家
庭
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
具
体
例
と
と
も
に
示
さ
れ
て
い

る
（
（
（

。
日
本
で
は
、
家
族
の
ケ
ア
を
担
う
子
ど
も
が
メ
デ
ィ
ア
の
関
心
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
二
〇
一
四
年
頃
か
ら
だ
と
の
指

摘
が
あ
る
が（

（
（

、
全
国
規
模
で
実
施
さ
れ
た
実
態
調
査
の
発
表
や
各
自
治
体
の
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
支
援
を
後
押
し
す
る
各
種
補
助
金
の
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予
算
確
保
に
よ
り
、
二
〇
一
八
年
以
降
、
一
気
に
そ
の
認
知
度
が
高
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

本
稿
で
は
、
国
の
実
態
調
査
を
踏
ま
え
（
Ⅱ
）、
早
く
か
ら
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
取
り
組
ん
で
き
た
イ
ギ
リ
ス
の
調
査
や
制

度
を
紹
介
し
た
上
で
（
Ⅲ
）、
日
本
に
お
け
る
最
近
の
施
策
を
概
観
し
、
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
（
Ⅳ
）。

Ⅱ　

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
を
め
ぐ
る
現
状
―
―
国
の
実
態
調
査
を
通
し
て
―
―

　

こ
れ
ま
で
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、
自
治
体
単
位
や
研
究
者
主
体
で
行
わ
れ
た
調
査
は
あ
っ
た
も
の
の
、
全
国
的
に
実
態

を
把
握
す
る
調
査
は
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
二
〇
一
八
年
以
降
、
全
国
規
模
で
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
実
態
や
対
策
状
況
の
調
査

が
行
わ
れ
、
各
自
治
体
の
実
態
調
査
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
一
八
（
平
成
三
〇
）
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究

事
業
の
調
査
（
以
下
、「
二
〇
一
八
年
度
調
査
」
と
い
う
。）
に
よ
る
『
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
実
態
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』
で
は（

（
（

、

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
問
題
が
顕
在
化
さ
れ
て
い
る
可
能
性
の
高
い
要
保
護
児
童
対
策
協
議
会
（
以
下
、「
要
対
協
」
と
い
う
。）
で
登
録
さ

れ
て
い
る
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
各
自
治
体
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
し
た
上
で
、
比
較
的
ケ
ー
ス
を
把
握
し
て
い
る
自
治
体
に
対
し

て
な
さ
れ
た
ヒ
ア
リ
ン
グ
調
査
の
結
果
が
示
さ
れ
た
。
二
〇
一
九
（
令
和
元
）
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
の

調
査
（
以
下
、「
二
〇
一
九
年
度
調
査
」
と
い
う
。）
に
よ
る
『
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
へ
の
早
期
対
応
に
関
す
る
研
究
報
告
書
』
で
は（

（
（

、
引

き
続
き
、
要
対
協
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
、
要
対
協
に
お
け
る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
対
す
る
取
組
み
の
実
態
の
把
握
を
す
る
と
と

も
に
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
早
期
発
見
の
た
め
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト
案
に
対
す
る
意
見
聴
取
の
結
果
が
示
さ
れ
た
。
二
〇
二
〇

（
令
和
二
）
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
の
調
査
（
以
下
、「
二
〇
二
〇
年
度
調
査
」
と
い
う
。）
に
よ
る
『
ヤ
ン
グ

ケ
ア
ラ
ー
の
実
態
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』
で
は（

（
（

、
中
学
生
・
高
校
生
を
対
象
と
し
た
実
態
調
査
、
二
〇
二
一
（
令
和
三
）
年

度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
の
調
査
（
以
下
、「
二
〇
二
一
年
度
調
査
」
と
い
う
。）
に
よ
る
『
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
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実
態
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』
で
は（

（
（

、
小
学
生
と
大
学
生
を
対
象
と
し
た
実
態
調
査
の
結
果
が
示
さ
れ
た
。

1　

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
い
う
概
念
の
認
識
に
つ
い
て

　

二
〇
一
八
年
度
調
査
は
、
保
護
者
の
い
な
い
児
童
や
被
虐
待
児
童
等
の
要
保
護
児
童
や
そ
れ
以
外
で
保
護
者
の
養
育
を
支
援
す
る

必
要
の
あ
る
要
支
援
児
童
、
出
産
後
の
養
育
に
つ
い
て
支
援
が
必
要
と
さ
れ
る
特
定
妊
婦
に
対
し
て
、
適
切
な
支
援
を
行
う
た
め
に

関
係
機
関
、
関
係
者
等
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
組
織
で
あ
る
要
保
護
対
策
協
議
会
を
対
象
に
調
査
を
し
て
い
る
。
こ
の
調
査
に
よ
る
と
、

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
い
う
概
念
を
認
識
し
て
い
る
と
答
え
た
要
対
協
は
二
七
・
六
％
で
あ
り
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
い
う
概
念
自
体
、

認
識
し
て
い
な
い
自
治
体
の
方
が
多
か
っ
た
。
こ
の
点
、
二
〇
一
九
年
度
事
業
で
は
、
認
識
し
て
い
る
と
答
え
た
要
対
協
の
割
合
は

四
六
・
七
％
、
昨
年
ま
で
は
認
識
し
て
い
な
か
っ
た
が
、
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
答
え
た
割
合
が
二
八
％
と
な
り
、
認
識
し
て

い
な
い
と
答
え
た
要
対
協
の
割
合
は
、
二
〇
一
八
年
度
調
査
の
七
二
・
一
％
か
ら
二
五
％
へ
と
大
幅
に
減
少
し
た
。
さ
ら
に
、
二
〇

二
〇
年
度
調
査
で
は
、
認
識
し
て
い
る
と
答
え
た
要
対
協
の
割
合
が
七
六
・
五
％
に
ま
で
伸
び
た
。

　

二
〇
二
〇
年
度
調
査
で
は
、
中
学
校
・
高
校
を
対
象
に
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
い
う
概
念
の
認
識
に
つ
い
て
聞
い
た
と
こ
ろ
、「
言

葉
は
知
っ
て
い
る
が
、
学
校
と
し
て
特
別
な
対
応
を
し
て
い
な
い
」
が
最
も
高
か
っ
た
（
中
学
校
三
七
・
九
％
、
全
日
制
高
校
五
三

％
）。

2　

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
思
わ
れ
る
子
ど
も
の
把
握

　

二
〇
一
八
年
度
調
査
に
よ
る
と
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
い
う
概
念
を
認
識
し
て
い
る
要
対
協
の
う
ち
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
思
わ

れ
る
子
ど
も
に
つ
い
て
、
把
握
し
て
い
る
協
議
会
は
三
四
・
二
％
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
思
わ
れ
る
子
ど
も
は
い
る
が
実
態
は
把
握

し
て
い
な
い
要
対
協
が
三
五
％
、
該
当
す
る
子
ど
も
は
い
な
い
と
す
る
要
対
協
が
三
〇
・
三
％
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
二
〇
一
九
年
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度
調
査
で
は
、
把
握
し
て
い
る
要
対
協
は
三
〇
・
一
％
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
思
わ
れ
る
子
ど
も
は
い
る
が
実
態
は
把
握
し
て
い
な

い
要
対
協
が
二
七
・
七
％
、
該
当
す
る
子
ど
も
は
い
な
い
と
す
る
要
対
協
が
四
一
・
九
％
で
あ
っ
た
。

　

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
思
わ
れ
る
子
ど
も
の
実
態
把
握
の
方
法
と
し
て
は
、「
関
係
機
関
や
関
係
団
体
か
ら
の
報
告
・
指
摘
が
あ
っ

た
際
に
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
し
て
対
応
し
て
い
る
」
と
の
回
答
が
四
四
・
七
％
で
あ
り
、
関
係
機
関
・
団
体
の
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に

関
す
る
認
知
度
を
上
げ
る
こ
と
が
、
実
態
を
把
握
す
る
た
め
に
必
要
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
（
二
〇
一
九
年
度
調
査
）。

　

こ
れ
ら
の
調
査
を
受
け
、
学
校
や
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
な
り
う
る
子
ど
も
自
身
を
対
象
に
し
た
調
査
が
、
二
〇
二
〇
年
度
調
査
と

二
〇
二
一
年
度
調
査
で
あ
る
。
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
定
義
を
示
し
た
上
で
、
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
子
ど
も
の
有
無
を
聞
い
た
と
こ

ろ
、
小
学
校
で
は
三
四
・
一
％
、
中
学
校
で
は
四
六
・
六
％
、
全
日
制
高
校
で
は
四
九
・
八
％
が
「
い
る
」
と
回
答
し
て
い
る
。

3　

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
自
身
の
認
識

　

一
方
、
子
ど
も
自
身
を
対
象
と
し
た
調
査
で
は
、
家
族
の
世
話
を
し
て
い
る
と
回
答
し
た
小
学
生
（
六
年
生
）
は
六
・
五
％
、
中

学
生
（
二
年
生
）
は
五
・
七
％
、
全
日
制
高
校
生
（
二
年
生
）
は
四
・
一
％
、
定
時
制
高
校
生
（
二
年
生
）
は
八
・
五
％
、
通
信
制
高

校
生
（
二
年
生
）
は
一
一
％
、
大
学
生
（
三
年
生
）
は
六
・
二
％
で
あ
っ
た
。
小
学
生
、
中
学
生
、
高
校
生
に
つ
い
て
は
、
世
話
を

必
要
と
し
て
い
る
家
族
の
割
合
が
最
も
高
い
の
は
、「
き
ょ
う
だ
い
」
で
あ
っ
た
が
、
大
学
生
に
つ
い
て
は
、「
母
親
」「
祖
母
」
の

割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

　

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
し
て
の
自
覚
に
つ
い
て
は
、
中
学
生
で
一
・
八
％
、
全
日
制
高
校
生
で
二
・
三
％
、
定
時
制
高
校
生
で
四
・

六
％
、
通
信
制
高
校
生
で
七
・
二
％
、
大
学
生
で
二
・
九
％
で
あ
っ
た
。
中
・
高
校
生
を
対
象
と
し
た
二
〇
二
〇
年
度
調
査
で
は
、

子
ど
も
自
身
や
保
護
者
を
含
め
て
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
い
う
概
念
が
浸
透
し
て
い
な
い
中
で
は
、
子
ど
も
自
身
が
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー

だ
と
気
が
つ
い
て
い
な
い
場
合
も
多
く
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
た（

（
（

。
小
学
生
を
対
象
と
し
た
調
査
で
は
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
し
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て
の
自
覚
を
問
う
質
問
項
目
は
な
い
が
、
父
母
の
世
話
を
し
な
が
ら
も
、
世
話
を
必
要
と
す
る
理
由
が
分
か
ら
な
い
と
の
回
答
が
三

三
・
三
％
あ
る
こ
と
や（

（
（

、
平
日
一
日
当
た
り
七
時
間
以
上
世
話
を
行
っ
て
い
て
も
三
五
・
六
％
が
「
特
に
大
変
さ
は
感
じ
て
い
な

い
」
と
回
答
し
て
い
る
こ
と
か
ら（

（
（

、
家
族
や
自
身
の
状
況
を
十
分
に
理
解
で
き
て
お
ら
ず
、「
大
変
さ
」
の
自
覚
が
少
な
い
こ
と
が

推
測
さ
れ
る
。

Ⅲ　

イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
施
策
の
展
開

1　

ヤ
ン
グ
ケ
ラ
ー
調
査
と
実
態
の
把
握

　

イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て
、
在
宅
介
護
を
担
う
子
ど
も
の
調
査
は
、
一
九
八
八
年
か
ら
実
施
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
在
宅
介
護
者
の
調
査

の
中
で
最
も
遅
か
っ
た
と
さ
れ
る（

（1
（

。
初
期
の
調
査
（
一
九
八
八
年
か
ら
一
九
九
一
年
）
は
、
子
ど
も
本
人
で
は
な
く
、
教
育
者
や
保

健
・
社
会
サ
ー
ビ
ス
分
野
の
担
当
者
を
対
象
と
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
担
当
者
は
、
被
介
護
者
や
在
宅
介
護
を
担
う
子
ど
も
に
関
す
る

情
報
を
入
手
す
る
こ
と
が
で
き
る
一
方
で
、
子
ど
も
本
人
の
ニ
ー
ズ
の
把
握
は
不
十
分
で
あ
っ
た
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
ま
た
、
こ

れ
ら
の
調
査
は
地
域
ご
と
に
実
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
調
査
の
対
象
も
限
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
介
護
に
関
わ
る
子

ど
も
本
人
を
対
象
に
す
る
調
査
、
対
象
を
全
国
に
近
い
規
模
に
ま
で
拡
大
し
た
調
査
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、

在
宅
介
護
を
担
う
子
ど
も
の
包
括
的
な
分
析
が
行
わ
れ
、
そ
の
支
援
の
た
め
の
政
策
提
言
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
中

で
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
し
て
、
一
九
九
三
年
に
発
表
さ
れ
た
『
ケ
ア
を
担
う
子
ど
も
た
ち
―
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
世
界

の
内
側
』
が
あ
る（

（1
（

。
こ
の
報
告
書
は
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
は
、「
子
ど
も
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
困
難
」
と
「
ケ
ア
ラ
ー
で
あ
る
こ
と

に
よ
る
困
難
」
と
い
う
二
つ
の
困
難
を
有
し
て
お
り
、
そ
の
二
つ
の
困
難
が
相
互
に
影
響
し
、
適
切
な
支
援
に
つ
な
が
る
こ
と
が
一

層
難
し
い
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
、
子
ど
も
で
あ
り
な
が
ら
ケ
ア
ラ
ー
と
な
っ
た
こ
と
の
原
因
と
な
る
ニ
ー
ズ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
困
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難
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
た
め
に
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
へ
の
対
応
を
す
る
担
当
部
署
が
不
明
確
に
な
り
や
す
く
、
社
会
サ
ー
ビ
ス
部

門
と
教
育
部
門
、
保
健
部
門
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
ケ
ア
部
門
な
ど
の
組
織
の
狭
間
（gaps

）
に
落
ち
て
し
ま
う
た
め
、
多
機
関
の
連
携
が

重
要
と
な
る
と
の
指
摘
も
な
さ
れ
た（

（1
（

。

　

一
九
九
六
年
に
は
、
全
国
的
な
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
調
査
が
初
め
て
実
施
さ
れ
、
一
九
〇
〇
〇
人
か
ら
五
一
〇
〇
〇
人
の
ヤ
ン
グ
ケ

ア
ラ
ー
が
推
計
値
と
し
て
報
告
さ
れ
た（

（1
（

。
な
お
、
二
〇
二
一
年
の
統
計
局
（O

ffi
ce for N

ational Statistics

）
の
調
査
に
よ
る
と
、

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
、
約
四
七
〇
万
人
の
無
償
ケ
ア
ラ
ー
が
お
り
、
そ
の
う
ち
一
二
万
人
が
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
当
た
り
、
こ
れ
は

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
対
象
と
さ
れ
る
五
歳
か
ら
一
七
歳
の
人
口
の
一
・
四
％
に
当
た
る
と
さ
れ
て
い
た（

（1
（

。

2　

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
対
す
る
支
援
制
度
の
展
開

　

こ
の
よ
う
に
ヤ
ン
グ
ケ
ラ
ー
の
存
在
に
つ
い
て
認
識
が
広
が
る
一
方
で
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
対
す
る
具
体
的
な
支
援
体
制
や
支

援
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
明
確
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
要
支
援
児
童
（Children in need

）
と
そ
の
家
族
を
対
象
と

す
る
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
に
つ
い
て
規
定
し
た
一
九
八
九
年
児
童
法
（Children A

ct 1989

）
一
七
条
が
根
拠
と
さ
れ
た
。
地
方
当
局

は
、
子
ど
も
が
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
で
あ
る
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
子
ど
も
自
身
が
標
準
的
な
健
康
状
態
や
発
達
状
態
に
達
し
た
り
、

維
持
し
た
り
す
る
た
め
の
機
会
を
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
責
任
を
負
う
。
つ
ま
り
、
そ
の
支

援
を
必
要
と
す
る
理
由
に
関
わ
ら
ず
「
子
ど
も
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
必
要
と
す
る
支
援
を
、
地
方
当
局
が
ニ
ー
ズ
を
把
握
し
実

施
す
る
と
い
う
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
。

　

一
方
、
ケ
ア
ラ
ー
に
対
す
る
支
援
に
つ
い
て
も
法
制
度
が
整
備
さ
れ
て
い
く
。
一
九
九
〇
年
Ｎ
Ｈ
Ｓ
及
び
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ケ
ア

法
（N

H
S and Com

m
unity Care A

ct 1991

）
は
、
ケ
ア
ラ
ー
が
自
身
の
ニ
ー
ズ
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
申
請
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
し
た
が
、
申
請
者
を
成
人
と
し
て
い
た
。
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
を
含
む
す
べ
て
の
ケ
ア
ラ
ー
が
申
請
者
と
さ
れ
た
の
は
、
一
九



129

ヤングケアラーへの支援と課題

九
五
年
ケ
ア
ラ
ー
（
承
認
と
サ
ー
ビ
ス
）
法
（Carer 

（Recognition and Services

） A
ct 1995

）
の
施
行
以
降
と
な
る
。
一
九
九
五

年
ケ
ア
ラ
ー
（
承
認
と
サ
ー
ビ
ス
）
法
は
、
す
べ
て
の
ケ
ア
ラ
ー
が
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
点

で
意
義
は
大
き
か
っ
た
が
、
ケ
ア
ラ
ー
自
身
が
申
請
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
や
具
体
的
に
ケ
ア
ラ
ー
を
対
象
と
す
る
サ
ー
ビ
ス

給
付
の
規
定
は
な
か
っ
た
こ
と
、
財
源
の
確
保
が
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
等
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。
特
に
、
ヤ
ン
グ
ケ

ア
ラ
ー
の
「
子
ど
も
」
と
し
て
の
特
性
上
、
制
度
に
関
す
る
知
識
が
必
要
と
な
り
、
自
身
が
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点

は
大
き
な
ハ
ー
ド
ル
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

ま
た
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
を
明
記
し
た
法
制
度
が
な
い
状
況
で
は
、
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
人
の
状
況
に
支
援
を
行
う
個
々
の
専
門

職
は
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
責
任
を
有
し
て
い
る
の
か
が
不
明
確
で
あ
る
と
の
問
題
も
あ
っ
た（

（1
（

。
こ
の
よ
う
な

中
、
二
〇
一
四
年
子
ど
も
と
家
族
に
関
す
る
法
律
（Children and Fam

ilies A
ct 2014

、
以
下
、「
二
〇
一
四
年
子
ど
も
・
家
族
法
」

と
い
う
。）
と
、
二
〇
一
四
年
ケ
ア
法
（Care A

ct 2014

）
に
お
い
て
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
関
す
る
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
二
〇
一

四
年
子
ど
も
・
家
族
法
は
、
子
ど
も
を
対
象
と
し
た
法
律
で
あ
り
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
自
身
か
ら
の
申
請
が
な
く
と
も
、
支
援
の
必

要
が
あ
る
と
み
ら
れ
る
と
き
に
は
、
地
方
当
局
に
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
ニ
ー
ズ
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
行
う
こ
と
を
義
務
づ
け
た
点
に
大

き
な
意
義
が
あ
る
（
二
〇
一
四
年
子
ど
も
・
家
族
法
九
六
条
一
項
一
号
）。
さ
ら
に
、
二
〇
一
四
年
ケ
ア
法
は
、
成
人
を
対
象
と
し
た
法

律
で
あ
る
が
、
大
人
ま
で
の
移
行
期
と
し
て
一
八
歳
か
ら
二
四
歳
ま
で
を
「
ヤ
ン
グ
ア
ダ
ル
ト
ケ
ア
ラ
ー
」
と
し
、
一
八
歳
を
超
え

た
後
も
支
援
の
対
象
と
し
て
規
定
し
た
（
二
〇
一
四
年
ケ
ア
法
六
三
条
、
六
四
条
）。

　

二
〇
一
四
年
ケ
ア
法
と
二
〇
一
四
年
子
ど
も
・
家
族
法
は
、
提
供
し
て
い
る
ケ
ア
に
子
ど
も
が
関
わ
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
場
合

に
は
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
と
権
限
を
地
方
当
局
に
与
え
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
が
過
剰

な
又
は
不
適
切
な
ケ
ア
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
依
存
せ
ず
、
そ
の
家
庭
全
体
を
支
援
す
る
「
家
庭
全
体
ア
プ
ロ
ー
チ

（W
hole fam

ily approaches

）」
を
行
う
た
め
に
、
子
ど
も
担
当
部
門
と
成
人
担
当
部
門
と
が
協
力
す
る
こ
と
と
さ
れ
た（

（1
（

。
個
々
の
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ニ
ー
ズ
が
想
定
さ
れ
る
対
象
者
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
家
庭
全
体
を
ア
セ
ス
メ
ン
ト
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
支
援
を
必
要
と
す
る
人

に
適
切
な
支
援
が
提
供
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
結
果
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
が
担
っ
て
い
た
ケ
ア
の
役
割
の
一
部
又
は
全
部
が
免
除
さ
れ
る

可
能
性
が
あ
る
。
ケ
ア
の
役
割
が
免
除
さ
れ
た
後
に
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
自
身
が
有
し
て
い
る
ニ
ー
ズ
が
あ
れ
ば
、
そ
の
部
分
に
つ

い
て
対
応
が
必
要
と
な
る
と
さ
れ
た
。

　

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
二
〇
一
五
年
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
（
ニ
ー
ズ
ア
セ
ス
メ
ン
ト
）
規
則
（T

he 

Y
oung Carers 

（N
eeds A

ssessm
ents

） Regulations 2015

、
以
下
、「
二
〇
一
五
年
規
則
」
と
い
う
。）
に
よ
り
、
①
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ

ー
の
年
齢
、
理
解
力
、
家
族
の
状
況
、
②
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
希
望
、
気
持
ち
や
意
向
、
③
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
そ
の
親
、
ケ
ア
を

受
け
る
者
と
ケ
ア
に
関
す
る
意
見
の
違
い
、
④
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
が
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
何
を
期
待
し
て
い
る
か
を
考
慮
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
二
〇
一
五
年
規
則
二
条
二
項
）。
そ
の
上
で
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
次
の
一
〇
項
目
に
つ
い
て

判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
〇
一
五
年
規
則
四
条
二
項
）。

①
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
し
て
い
る
ケ
ア
の
量
と
性
質
と
タ
イ
プ

②
ケ
ア
を
受
け
て
い
る
人
の
福
祉
を
維
持
す
る
た
め
に
、
家
族
が
担
っ
て
い
る
ケ
ア
の
程
度

③
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
し
て
い
る
（
し
よ
う
と
し
て
い
る
）
ケ
ア
が
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
自
身
の
福
祉
、
教
育
、
発
達
に
影
響
を

与
え
て
い
る
か
ど
う
か

④
ケ
ア
を
提
供
す
る
際
に
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
が
し
て
い
る
（
し
よ
う
と
し
て
い
る
）
作
業
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
が
、
ヤ
ン
グ

ケ
ア
ラ
ー
の
年
齢
や
性
別
、
希
望
、
気
持
ち
に
照
ら
し
て
、
過
度
又
は
不
適
切
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
な
い
か

⑤
ケ
ア
を
受
け
る
人
や
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
家
族
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
こ
と
で
解
消
さ
れ
る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
ニ
ー
ズ

は
な
い
か

⑥
ケ
ア
を
提
供
す
る
際
に
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
が
し
て
い
る
（
し
よ
う
と
し
て
い
る
）
作
業
の
一
部
又
は
全
部
を
し
な
く
て
も
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よ
く
な
っ
た
場
合
で
も
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
が
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
支
援
は
何
か

⑦
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
又
は
ケ
ア
を
受
け
て
い
る
者
に
つ
い
て
別
の
ニ
ー
ズ
ア
セ
ス
メ
ン
ト
が
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か

⑧
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
が
要
支
援
児
童
に
当
た
る
か
ど
う
か

⑨
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の
結
果
、
ど
の
よ
う
な
行
動
が
と
ら
れ
る
か

⑩
今
後
の
見
直
し
の
準
備

　

こ
の
よ
う
に
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
人
の
ニ
ー
ズ
だ
け
で
な
く
、
ケ
ア
ラ
ー
と
し
て
の
評
価
、
ケ
ア
を
す
る
こ
と
に
よ
る
影
響
の
評

価
に
つ
い
て
も
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
組
み
入
れ
、
ニ
ー
ズ
の
あ
る
個
人
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
個
人
を
包
含
す
る
家
庭
全
体
を
ど
の
よ
う

に
支
援
し
て
い
く
か
と
い
う
取
り
組
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
法
制
度
の
実
効
化
に
向
け
て
、
二
〇
一
五
年
に
教
育
省
の
助
成
に

よ
り
五
つ
の
自
治
体
を
先
駆
的
地
域
と
し
て
、
実
践
的
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
行
っ
た
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
多
様
な
困
難
を
包
含
す
る

可
能
性
の
高
い
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
の
鍵
と
な
る
の
は
機
関
間
の
連
携
で
あ
る
こ
と
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
認
識
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
自
治
体
に
よ
り
規
模
や
種
類
、
構
造
、
人
口
、
既
存
の
サ
ー
ビ
ス
、
イ
ン
フ
ラ
、
地
理
的
条
件
は
異
な
り
、
割
く
こ
と
の

で
き
る
リ
ソ
ー
ス
も
異
な
る
こ
と
か
ら
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
そ
の
家
族
に
対
す
る
効
果
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
特
定
の
分
野
に
限

ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
に
な
る
可
能
性
が
高
い
と
の
指
摘
も
さ
れ
て
い
る（

（1
（

。

Ⅳ　

日
本
に
お
け
る
施
策
と
今
後
の
課
題

1　

国
の
施
策
の
動
向

　

二
〇
二
一
（
令
和
三
）
年
三
月
、
厚
生
労
働
省
と
文
部
科
学
省
が
連
携
し
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
に
向
け
た
福
祉
・
介
護
・

医
療
・
教
育
の
連
携
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
が
立
ち
上
げ
ら
れ
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
で
は
、
国
が
取
り
組
む
べ
き
施
策
等
の
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検
討
が
な
さ
れ
、
同
年
五
月
一
七
日
に
報
告
書
が
発
表
さ
れ
た（

（2
（

。

　

報
告
書
の
中
で
は
、
厚
生
労
働
省
・
文
部
科
学
省
と
し
て
今
後
取
り
組
む
べ
き
施
策
と
し
て
、
①
早
期
発
見
・
把
握
、
②
支
援
策

の
推
進
（
悩
み
相
談
支
援
、
関
係
機
関
連
携
支
援
、
教
育
現
場
へ
の
支
援
、
適
切
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
運
用
の
検
討
、
幼
い
き
ょ
う
だ
い

を
ケ
ア
す
る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
支
援
）、
③
社
会
的
認
知
度
の
向
上
が
挙
げ
ら
れ
た
。
ま
た
、
二
〇
二
一
（
令
和
三
）
年
六
月
八
日
に

「
経
済
財
政
運
営
と
改
革
の
基
本
方
針
二
〇
二
一
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
つ
い
て
、
早
期
発
見
・
把
握
、
相
談

支
援
な
ど
支
援
策
の
推
進
、
社
会
的
認
知
度
の
向
上
な
ど
に
取
り
組
む
こ
と
が
示
さ
れ
た
。

　

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
支
援
に
つ
い
て
は
、
国
の
二
〇
二
一
（
令
和
三
）
年
度
の
第
一
次
補
正
予
算
、
二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
度
の

当
初
予
算
に
初
め
て
組
み
込
ま
れ
、
二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
度
か
ら
の
三
年
間
が
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
支
援
の
集
中
取
り
組
み
期
間

と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
度
予
算
概
算
請
求
で
は
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
対
応
方
針
と
し
て
、
①

実
態
調
査
・
支
援
研
修
の
推
進
、
②
支
援
体
制
の
構
築
（
モ
デ
ル
事
業
の
実
施
）、
③
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
相
互
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
推

進
事
業
の
創
設
、
④
子
育
て
世
帯
訪
問
支
援
モ
デ
ル
事
業
の
創
設
、
⑤
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
関
す
る
社
会
的
認
知
度
の
向
上
が
挙
げ

ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
施
策
を
中
心
に
、
制
度
の
展
開
を
検
討
す
る
。

①
実
態
調
査
・
支
援
研
修
の
推
進

　

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
体
制
を
強
化
す
る
た
め
、
実
態
調
査
又
は
福
祉
・
介
護
・
医
療
・
教
育
等
の
関
係
機
関
（
要
対
協
構
成

機
関
も
含
む
）
職
員
に
対
す
る
研
修
等
を
実
施
す
る
地
方
自
治
体
に
財
政
支
援
を
行
う
も
の
で
あ
る
。
図
表
1
に
あ
る
よ
う
に
、
補

助
基
準
額
及
び
国
の
負
担
割
合
は
拡
充
さ
れ
て
お
り
、
財
政
支
援
の
強
化
が
図
ら
れ
て
い
る
。
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②
支
援
体
制
の
構
築

　

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
支
援
体
制
強
化
事
業
に
は
、
地
方
自
治
体
に
お
け
る
支
援
体
制
の
構

築
を
支
援
す
る
た
め
、
関
係
機
関
と
民
間
支
援
団
体
等
と
の
パ
イ
プ
役
と
な
る
「
ヤ
ン
グ

ケ
ア
ラ
ー
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」
を
配
置
し
、
適
切
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
つ
な
ぐ
機
能

を
強
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
、
ピ
ア
サ
ポ
ー
ト
等
の
悩
み
相
談
を
行
う
支
援
者
団
体
へ
の

支
援
を
す
る
も
の
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
同
士
が
悩
み
や
経
験
を
共
有
す
る
こ
と
の
で
き
る

オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ロ
ン
の
設
置
運
営
・
支
援
を
す
る
も
の
が
あ
る
。
図
表
2
に
あ
る
よ
う
に
、

全
額
国
負
担
で
始
ま
っ
た
事
業
で
あ
っ
た
が
、
二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年
度
よ
り
国
の
負

担
割
合
は
三
分
の
二
に
引
き
下
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
二
〇
二
三
（
令
和
五
）
年
度
か
ら
、

外
国
語
対
応
が
必
要
な
家
庭
に
対
す
る
通
訳
派
遣
等
の
支
援
が
拡
充
さ
れ
、
二
〇
二
四

（
令
和
六
）
年
度
の
概
算
要
求
に
お
い
て
は
、
相
談
支
援
体
制
の
う
ち
、
特
に
進
路
や
キ

ャ
リ
ア
相
談
を
含
め
た
相
談
支
援
体
制
を
構
築
す
る
場
合
（
キ
ャ
リ
ア
相
談
支
援
加
算
）

や
ケ
ア
に
お
け
る
レ
ス
パ
イ
ト
・
自
己
発
見
等
に
寄
与
す
る
当
事
者
向
け
イ
ベ
ン
ト
を
開

催
す
る
場
合
（
イ
ベ
ン
ト
実
施
加
算
）
が
創
設
さ
れ
て
い
る
。

③
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
相
互
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
推
進
事
業
の
創
設

　

公
募
に
よ
り
選
定
さ
れ
た
民
間
団
体
等
の
法
人
を
実
施
主
体
と
し
て
、
全
国
規
模
の
イ

ベ
ン
ト
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
等
を
開
催
し
、
地
域
ご
と
の
当
事
者
、
支
援
者
・
当
事
者
団
体

と
の
相
互
交
流
を
促
進
さ
せ
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
相
互
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
を
図
る

R4 年度 R5 年度 R6 年度
実態調査

都道府県 5,415 7,662 7,669
中核市・特別区 ― 4,130 4,168
市区町村 2,977 2,296 2,313
負担割合 国 1/2、自治体 1/2 国 2/3、自治体 1/3 国 2/3、自治体 1/3

研修
都道府県 3,089 4,083 4,086
中核市・特別区 ― 2,391 2,430
市区町村 2,046 1,718 1,775
負担割合 国 1/2、自治体 1/2 国 2/3、自治体 1/3 国 2/3、自治体 1/3

図表 1　実態調査・支援研修に対する財政支援（単位は千円）



134

法学研究 97 巻 3 号（2024：3）

こ
と
を
目
的
と
し
て
創
設
さ
れ
た
事
業
で
あ
る
。
全

額
国
負
担
の
補
助
金
に
よ
り
実
施
さ
れ
る
。
二
〇
二

二
年
度
に
は
、
一
般
社
団
法
人
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
協

会
に
よ
り
オ
ン
ラ
イ
ン
に
て
一
回
開
催
さ
れ
た
が
、

二
〇
二
三
年
度
に
は
、
同
協
会
に
よ
り
計
四
回
（
オ

ン
ラ
イ
ン
一
回
、
名
古
屋
、
福
岡
、
東
京
で
開
催
）
開

催
さ
れ
た
。

④
子
育
て
世
帯
訪
問
支
援
モ
デ
ル
事
業
の
創
設

　

幼
い
き
ょ
う
だ
い
の
世
話
等
の
た
め
に
子
ど
も
ら

し
い
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
な
い
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ

ー
も
対
象
と
す
る
も
の
で
、
育
児
支
援
ヘ
ル
パ
ー
を

派
遣
し
、
相
談
支
援
や
家
事
・
育
児
支
援
を
モ
デ
ル

的
に
実
施
す
る
事
業
で
あ
る
。
二
〇
二
一
年
度
の
補

正
予
算
で
は
、
子
育
て
世
帯
訪
問
支
援
臨
時
特
例
事

業
と
し
て
予
算
が
組
ま
れ
て
い
た
。
支
援
の
必
要
な

子
育
て
世
帯
を
対
象
と
し
て
い
る
事
業
で
あ
り
、
ヤ

ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
特
化
し
た
も
の
で
は
な
い
が
、
二

〇
二
四
年
四
月
よ
り
施
行
さ
れ
る
改
正
児
童
福
祉
法

R4 年度 R5 年度 R6 年度
ヤングケアラー・コーディネーター

都道府県 8,679 17,695 17.698
中核市・特別区 ― 11,314 11.371
市区町村 6,801 6,335 6.391
負担割合 国 10/10 国 2/3、自治体 1/3 国 2/3、自治体 1/3

ピアサポート等相談支援体制
都道府県 7,030 7.433 7,444
中核市・特別区 ― 5,038 5,045
市区町村 3,276 2,596 2,600
負担割合 国 10/10 国 2/3、自治体 1/3 国 2/3、自治体 1/3

― ― キャリア相談支援加算、
イベント実施加算の創設

オンラインサロンの運営・支援
都道府県 3,563 4,083 4,033
中核市・特別区 ― 2,391 2,741
市区町村 2,061 1,718 1,789
負担割合 国 10/10 国 2/3、自治体 1/3 国 2/3、自治体 1/3

外国語対応通訳派遣支援
都道府県 ― 7,920 7,920
中核市・特別区 ― 5,280 5,280
市区町村 ― 2,640 2,640
負担割合 ― 国 2/3、自治体 1/3 国 2/3、自治体 1/3

図表 2　ヤングケアラー支援体制強化事業に対する財政支援（単位は千円）
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の
家
庭
支
援
事
業
の
一
つ
と
し
て
、
今
後
予
算
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑤
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
関
す
る
社
会
的
認
知
度
の
向
上

　

児
童
虐
待
防
止
対
策
等
推
進
事
業
の
一
つ
と
し
て
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
関
す
る
社
会
的
認
知
度
を
向
上
さ
せ
る
取
り
組
み
が
行

わ
れ
た
。
広
報
・
啓
発
活
動
の
一
環
と
し
て
、
動
画
の
配
信
や
オ
ン
ラ
イ
ン
交
流
イ
ベ
ン
ト
の
開
催
（
二
〇
二
三
年
二
月
四
日
）
等

が
行
わ
れ
た（

（2
（

。

　

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
支
援
を
目
的
と
し
た
予
算
が
明
確
に
組
ま
れ
た
こ
と
の
影
響
は
大
き
く
、
こ
れ
を
受
け
て
自
治
体
ご
と
に
ヤ
ン

グ
ケ
ア
ラ
ー
支
援
の
体
制
整
備
に
向
け
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組
み
が
始
め
ら
れ
て
い
る
。

2　

日
本
に
お
け
る
今
後
の
課
題
―
―
子
ど
も
で
あ
る
と
い
う
ニ
ー
ズ
―
―

（
1
）　

今
後
の
調
査
の
展
開

　

Ⅱ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
二
〇
一
八
年
以
降
、
全
国
的
な
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
関
す
る
調
査
が
実
施
さ
れ
、
国
の
施
策
と
し
て
各
自

治
体
に
よ
る
実
態
調
査
の
財
政
支
援
が
行
わ
れ
た
こ
と
で
、
全
国
各
地
で
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
実
態
把
握
の
た
め
の
調
査
が
こ
こ
数

年
で
一
気
に
進
め
ら
れ
た
と
い
え
る（

（2
（

。

　

全
国
調
査
で
は
、
当
初
、
子
ど
も
に
関
わ
る
専
門
職
と
し
て
要
対
協
が
調
査
対
象
と
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
す
ぐ
に
子
ど
も
自
身
を

対
象
と
す
る
調
査
が
行
わ
れ
た
。
継
続
し
て
調
査
が
実
施
さ
れ
る
中
で
、
要
対
協
に
お
け
る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
関
す
る
認
知
度
が

向
上
し
た
よ
う
に
、
調
査
に
は
そ
れ
自
体
に
広
報
・
啓
発
効
果
が
あ
り
、
子
ど
も
自
身
を
対
象
と
す
る
全
国
調
査
が
す
ぐ
に
展
開
さ

れ
、
そ
の
後
の
財
政
支
援
に
よ
り
各
自
治
体
に
調
査
が
広
が
っ
た
こ
と
の
意
義
は
大
き
い
。
調
査
の
対
象
者
で
あ
る
子
ど
も
の
み
な
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ら
ず
、
調
査
を
具
体
的
に
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
子
ど
も
に
関
わ
る
学
校
な
ど
の
関
係
者
、
調
査
の
実
施
者
で
あ
る
自
治
体
に
ヤ

ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
い
う
問
題
の
認
識
を
広
め
た
効
果
が
あ
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
こ
れ
ら
の
調
査
は
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
「
子
ど
も

で
あ
る
側
面
」
に
着
目
し
た
問
題
意
識
が
出
発
点
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
自
身
や
要
対
協
の
関
係
者
や
教
員
等
の
子
ど
も
に

関
わ
る
専
門
職
を
対
象
に
し
た
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
と
い
う
問
題
が
多
様
な
問
題
を
包
含
し
て
い
る
可
能
性

が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
ケ
ア
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
場
に
関
わ
っ
て
い
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
従
事
者
な
ど
、
子
ど
も
と
は
直
接
関

係
の
な
い
専
門
職
等
に
も
調
査
対
象
を
広
げ
、
問
題
意
識
を
共
有
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
子
ど

も
の
他
、「
高
齢
者
・
障
害
者
・
子
育
て
家
庭
の
支
援
に
関
わ
る
事
業
所
」
も
調
査
対
象
と
し
て
実
施
し
た
東
京
都
港
区（

（2
（

や
居
宅
介

護
支
援
事
業
所
や
障
害
者
相
談
事
業
所
等
も
調
査
対
象
と
し
て
実
施
し
た
新
潟
県
の
よ
う
な
地
域
も
あ
る（

（2
（

。
介
護
サ
ー
ビ
ス
従
事
者

以
外
に
も
、
生
活
困
窮
支
援
も
重
要
と
い
え
る
が
、
生
活
困
窮
の
問
題
は
世
帯
を
対
象
と
す
る
ア
プ
ロ
ー
チ
が
と
ら
れ
て
お
り
行
政

が
継
続
し
て
関
わ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
か
ら
、
子
ど
も
も
含
め
た
家
庭
全
体
が
支
援
の
対
象
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
介
護
サ
ー
ビ

ス
従
事
者
は
、
高
齢
者
や
障
害
者
に
対
す
る
ケ
ア
の
提
供
を
主
と
し
て
お
り
、
子
ど
も
を
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
と
は
し
て
い
な
い
。
行

政
は
要
介
護
度
や
障
害
支
援
区
分
の
認
定
か
ら
関
わ
る
が
、
具
体
的
に
サ
ー
ビ
ス
の
ア
レ
ン
ジ
を
行
う
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
は
サ
ー
ビ

ス
を
提
供
す
る
事
業
者
で
あ
り
、
介
護
保
険
制
度
や
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
制
度
に
は
、
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
人
の
家
庭
に
子
ど
も
が

い
る
か
ど
う
か
が
考
慮
さ
れ
る
仕
組
み
は
な
い
。
子
ど
も
に
直
接
関
わ
ら
な
い
関
係
者
の
認
知
度
を
向
上
さ
せ
る
必
要
性
は
高
い
も

の
と
思
わ
れ
る
。

（
2
）　

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
支
援
策
の
課
題
―
―
従
来
型
福
祉
サ
ー
ビ
ス
と
比
較
し
て
―
―

①　

子
ど
も
か
ら
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
の
困
難
性

　

従
来
型
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
、
申
請
主
義
を
原
則
と
す
る
。
そ
れ
は
本
人
が
「
問
題
を
認
識
」
し
て
お
り
、
そ
の
問
題
を
「
解
決
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し
た
い
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
の
調
査
で
も
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
子
ど
も
の
場
合
、
特
に
年

齢
が
低
い
ほ
ど
、
問
題
を
認
識
し
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
に
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
は
「
子
ど
も
で
あ
る
」
と
い
う
特
性

か
ら
、
問
題
の
認
識
が
低
い
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
客
観
的
な
問
題
の
認
識
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
家
族
の
こ
と
と
し
て
、
問
題

と
し
て
認
識
す
る
こ
と
に
拒
否
的
で
あ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
点
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
、
そ
の
制
度
構
築
に
お
い
て
、
申
請
な
し
に
ア

セ
ス
メ
ン
ト
を
開
始
す
る
こ
と
を
可
能
と
し
、
ア
セ
ス
メ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
自
身
が
ど
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
か
、
ど
の

く
ら
い
の
ケ
ア
に
関
わ
り
た
い
、
又
は
関
わ
り
た
く
な
い
と
思
っ
て
い
る
か
を
尊
重
で
き
る
よ
う
注
意
が
払
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、

成
人
の
場
合
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
に
拒
否
的
で
あ
る
場
合
で
も
、
本
人
の
意
思
を
尊
重
す
る
こ
と
が
最
善
の
利
益
を
図

る
上
で
重
視
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
子
ど
も
の
場
合
に
は
、
本
人
の
「
拒
否
」
が
さ
ま
ざ
ま
な
考
慮
の
上
で
な
さ
れ
て
い
る
の
か
、

意
思
の
尊
重
が
子
ど
も
自
身
の
最
善
の
利
益
に
つ
な
が
る
の
か
ど
う
か
は
、
本
人
の
発
達
度
や
理
解
、
経
験
等
を
考
慮
し
て
、
よ
り

慎
重
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

次
に
、
子
ど
も
自
身
が
困
難
を
感
じ
、
問
題
を
認
識
し
た
場
合
で
も
、
利
用
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
や
サ
ー
ビ
ス
に
つ
な
が
る
窓
口
へ

の
認
知
が
低
く
、
成
人
に
比
べ
情
報
量
が
少
な
い
可
能
性
が
高
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
子
ど
も
自
身
が
困
難
を
感
じ
た
と
き
に
相
談

で
き
る
環
境
が
必
要
と
な
る
。
そ
れ
は
申
請
者
が
来
る
の
を
入
り
口
で
待
つ
形
の
従
来
型
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
で
は
な
く
、
日
常
的
に

子
ど
も
が
ア
ク
セ
ス
可
能
な
「
場
」
や
「
人
」
の
提
供
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
児
童
館
や
子
ど
も
食
堂
、
学
習
支
援
事
業
の
よ
う

な
、
他
の
「
目
的
」
が
あ
っ
て
訪
れ
る
場
所
や
そ
の
よ
う
な
場
所
の
ス
タ
ッ
フ
が
こ
れ
に
当
た
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

ま
た
、
子
ど
も
や
そ
の
家
族
な
ど
の
当
事
者
が
困
難
を
感
じ
相
談
し
た
場
合
で
も
、
対
応
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
が
な
い
、
又
は
不
十

分
な
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
生
活
保
護
の
対
象
と
な
る
経
済
状
況
で
は
な
い
が
所
得
が
安
定
し
て
い
ず
、
ひ
と
り
親
家
庭
で
も

な
く
、
要
介
護
者
が
い
る
わ
け
で
も
な
い
が
、
両
親
と
も
に
就
労
時
間
が
長
い
た
め
に
、
子
ど
も
が
過
度
に
家
事
を
担
当
し
て
い
る

ケ
ー
ス
で
は
、
家
事
援
助
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
で
き
る
要
件
を
充
た
さ
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
。
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さ
ら
に
、
相
談
の
結
果
、
対
応
で
き
る
サ
ー
ビ
ス
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
子
ど
も
以
外
の
大
人
の
家
族
が
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
に
否

定
的
な
場
合
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
子
ど
も
自
身
も
そ
の
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
れ
ば
、
学
習
や
課
外
活
動
な
ど
他
の

活
動
が
で
き
る
と
分
か
っ
て
い
て
も
、
他
の
家
族
が
拒
否
し
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
こ
と
を
肯
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
状
況

に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
は
、
対
象
が
子
ど
も
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
支
援
に
つ
な
が
り
に
く
い
側
面
を
有
し
て
い

る
。

②　

福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
よ
る
ニ
ー
ズ
把
握
の
困
難
性

　

ま
た
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
が
難
し
い
こ
と
の
理
由
と
し
て
、
従
来
型
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
、
対
象
者
別
に
サ
ー
ビ
ス
の
提

供
を
行
っ
て
き
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
子
ど
も
が
ケ
ア
ラ
ー
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
サ
ー
ビ
ス
は
、
介
護
保
険
制
度
や
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
制
度
な
ど
、
子
ど
も
自
身
を
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
と
は
し
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
サ
ー
ビ
ス

の
提
供
主
体
は
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
で
あ
り
、
行
政
が
継
続
的
に
サ
ー
ビ
ス
の
ア
レ
ン
ジ
に
関
与
す
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
の
た

め
、
問
題
が
深
刻
化
し
、
子
ど
も
の
福
祉
へ
の
害
が
顕
在
化
す
る
ま
で
、
行
政
が
把
握
す
る
こ
と
も
難
し
い
。

　

子
ど
も
を
対
象
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
は
、
保
育
サ
ー
ビ
ス
や
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
子
育
て
を
支
援

す
る
と
い
う
側
面
が
強
く
、
多
く
は
子
育
て
を
す
る
「
親
」
に
着
目
さ
れ
て
い
る
。
子
ど
も
自
身
が
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
ク
ラ
イ
ア
ン

ト
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
場
面
は
、
そ
の
「
親
」
が
不
適
切
な
養
育
を
行
っ
て
い
る
、
又
は
適
切
な
養
育
を
行
わ
な
い
と
い
っ
た
児

童
虐
待
な
ど
の
深
刻
な
ケ
ー
ス
と
な
る
。
児
童
虐
待
の
よ
う
に
行
政
の
介
入
が
必
要
と
な
る
場
合
、
親
が
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
入
れ
て

い
る
ケ
ー
ス
で
は
ア
ク
セ
ス
し
や
す
い
が
、
そ
う
で
な
い
ケ
ー
ス
で
は
そ
の
家
庭
へ
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
自
体
が
難
し
く
な
っ
て
し
ま

う
。
そ
の
意
味
で
、
従
来
型
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
入
り
口
で
あ
る
「
ニ
ー
ズ
判
定
」
を
行
お
う
と
す
る
と
、
支
援
が
届
か
な
い
可
能
性
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が
出
て
く
る
。
従
来
型
の
厳
格
な
ニ
ー
ズ
判
定
を
行
わ
ず
に
、
子
ど
も
自
身
や
子
ど
も
の
い
る
家
庭
が
受
け
た
い
と
考
え
る
よ
う
な

柔
軟
な
サ
ー
ビ
ス
（
家
事
援
助
サ
ー
ビ
ス
や
食
事
の
提
供
、
学
習
支
援
な
ど
）
が
必
要
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

最
後
に
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
課
題
と
さ
れ
、
日
本
で
も
検
討
さ
れ
て
い
る
が（

（2
（

、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
は
、
子
ど
も
が
家
庭
内
で
の
ケ
ア

を
担
わ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
複
合
的
な
ニ
ー
ズ
を
抱
え
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
関
係
機
関
が
複
数
に
渡
る
。
そ
の
た
め
、
責
任
部

署
が
不
明
確
に
な
り
や
す
く
、
機
関
間
の
連
携
が
重
要
と
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
に
子
ど
も
担
当
部
門
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー

と
大
人
担
当
部
門
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
は
異
な
る
と
い
っ
た
子
ど
も
と
大
人
の
壁
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
行
政
組
織
内

の
部
署
間
の
壁
、
行
政
と
民
間
の
壁
が
あ
り
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
ら
れ
る
か
が
課
題
解
決
の
鍵
と
な
ろ
う
。
新
た
に
配
置
を
支
援
し

て
い
る
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
は
、
そ
の
役
割
が
期
待
さ
れ
る
。

Ⅴ　

お
わ
り
に

　

ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
支
援
施
策
に
は
、
大
き
く
二
つ
の
点
か
ら
、
従
来
型
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
に
お
け
る
課
題
を
浮
き
彫
り
に
す
る

こ
と
と
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

一
つ
は
、「
子
ど
も
」
が
保
護
の
対
象
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
ニ
ー
ズ
を
有
す
る
家
族
を
支
援
す
る
ケ
ア
ラ
ー
と
い
う
立
場
と
し

て
尊
重
し
な
が
ら
支
援
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
子
ど
も
を
対
象
と
す
る
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
、
保
育
サ

ー
ビ
ス
の
よ
う
な
子
育
て
支
援
サ
ー
ビ
ス
の
よ
う
に
子
育
て
を
す
る
親
が
主
体
と
な
る
も
の
が
多
く
、
子
ど
も
が
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の

主
体
と
し
て
強
調
さ
れ
る
の
は
、
児
童
保
護
や
社
会
的
養
護
の
よ
う
に
、
家
庭
か
ら
の
分
離
が
必
要
な
場
面
が
多
か
っ
た
。
子
ど
も

の
福
祉
に
つ
い
て
は
、
子
ど
も
を
主
体
と
し
て
考
え
る
べ
き
こ
と
は
、
従
来
か
ら
も
議
論
さ
れ
て
お
り
、
子
ど
も
の
意
見
の
尊
重
に

つ
い
て
は
子
ど
も
の
権
利
条
約
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
二
二
年
に
成
立
し
た
児
童
福
祉
法
改
正
で
は
、
子
ど
も
の
意
見
・
意
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向
表
明
等
を
支
援
す
る
環
境
を
整
備
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
二
〇
二
三
年
四
月
に
設
置
さ
れ
た
こ
ど
も
家
庭
庁
は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
「
こ
ど
も
ま
ん
な
か
社
会
を
実
現
す
る
た
め
に
こ
ど
も
視
点
に
立
っ
て
意
見
を
聴
き
、
こ
ど
も
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
の
利
益
を
考

え
、
こ
ど
も
と
家
庭
の
、
福
祉
や
健
康
の
向
上
を
支
援
し
、
こ
ど
も
の
権
利
を
守
る
た
め
の
こ
ど
も
政
策
に
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
も
っ
て
取
り
組
み
ま
す
」
と
表
明
し
て
い
る
。
し
か
し
、
子
ど
も
の
意
見
を
聴
く
ス
キ
ル
を
も
つ
専
門
員
の
配
置
が
十
分
と
は

い
え
な
い
ま
ま
で
は
、
そ
の
実
現
が
容
易
と
は
思
え
な
い
。
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
よ
る
ケ
ア
は
、
子
ど
も
自
身
が
家
族
と
の
関
わ
り

の
中
で
、
一
定
程
度
は
希
望
し
て
い
る
部
分
も
あ
り
、
ケ
ア
の
経
験
が
子
ど
も
に
良
い
影
響
が
あ
る
こ
と
も
あ
る
た
め
、
子
ど
も
の

最
善
の
利
益
を
図
る
こ
と
が
非
常
に
難
し
い
場
面
と
い
え
る
。
子
ど
も
の
意
思
を
尊
重
す
る
仕
組
み
の
発
展
が
欠
か
せ
な
い
。

　

も
う
一
つ
は
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス
が
、
そ
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
対
象
者
を
中
心
に
制
度
が
構
築
さ
れ
て
お
り
、
サ
ー
ビ
ス
の
受
給
者

を
取
り
巻
く
家
庭
へ
の
支
援
強
化
が
不
十
分
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
現
制
度
に
お
い
て
も
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
や
デ
イ
ケ
ア
が
、

介
護
者
の
レ
ス
パ
イ
ト
ケ
ア
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
は
あ
る
。
し
か
し
、
家
族
に
ケ
ア
提
供
者
が
い
る
と
い
う
理
由
で
、
家

族
の
ニ
ー
ズ
を
ア
セ
ス
メ
ン
ト
し
、
給
付
を
追
加
し
た
り
、
手
当
が
支
給
さ
れ
た
り
と
い
う
制
度
は
な
い
。
日
本
の
介
護
保
険
制
度

に
お
い
て
介
護
手
当
が
導
入
さ
れ
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
家
族
介
護
の
固
定
化
へ
の
懸
念
も
あ
り
、
そ
の
時
点
で
の
議
論
に
は
意
味

が
あ
っ
た
と
い
え
る
。
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
受
給
者
の
自
立
と
い
う
観
点
を
追
求
す
れ
ば
、
家
族
の
よ
う
な
任
意
の
ケ
ア
提
供
者
が
い

な
く
て
も
自
立
し
た
生
活
が
で
き
る
の
が
理
想
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
人
が
家
族
の
中
に
い
る
中
で
、
そ

れ
が
物
理
的
な
も
の
で
あ
れ
、
精
神
的
な
も
の
で
あ
れ
、
任
意
の
ケ
ア
を
切
り
離
す
こ
と
は
現
実
的
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
子
ど
も

に
限
ら
ず
、
ケ
ア
に
関
わ
る
家
庭
へ
の
支
援
と
い
う
観
点
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
1
）　

こ
ど
も
家
庭
庁
「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
つ
い
て
」〈https://w

w
w

.cfa.go.jp/policies/young-carer/

〉。
な
お
、
二
〇
二
三
年
一
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二
月
二
六
日
、
第
三
回
児
童
虐
待
防
止
対
策
部
会
で
は
、
子
ど
も
・
若
者
育
成
支
援
推
進
法
に
お
い
て
、
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
に
つ
い
て
の

根
拠
規
定
を
設
け
る
案
が
示
さ
れ
た
。

（
2
）　

澁
谷
智
子
「
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
を
支
え
る
法
律
―
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
展
開
と
日
本
に
お
け
る
応
用
可
能
性
」
成
蹊
大
学
文
学
部
紀

要
第
五
二
号
（
二
〇
一
七
年
）
一
頁
。

（
3
）　

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
サ
ー
チ
＆
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
『
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
実
態
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』（
平
成
三
〇
年
度
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
）（
二
〇
一
九
年
三
月
）。

（
4
）　

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
サ
ー
チ
＆
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
『
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
へ
の
早
期
対
応
に
関
す
る
研
究
報
告
書
』（
令
和
元
年
度
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
）（
二
〇
二
〇
年
三
月
）。

（
5
）　

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
サ
ー
チ
＆
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
『
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
実
態
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』（
令
和
二
年
度
子
ど

も
・
子
育
て
支
援
推
進
調
査
研
究
事
業
）（
二
〇
二
一
年
三
月
）。

（
6
）　

株
式
会
社
日
本
総
合
研
究
所
『
ヤ
ン
グ
ケ
ア
ラ
ー
の
実
態
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
書
』（
令
和
三
年
度
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
推

進
調
査
研
究
事
業
）（
二
〇
二
二
年
三
月
）。

（
7
）　

三
菱
Ｕ
Ｆ
Ｊ
リ
サ
ー
チ
＆
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
（
二
〇
二
一
）・
前
掲
注（
3
）、
一
六
〇
頁
。

（
8
）　

株
式
会
社
日
本
総
合
研
究
所
（
二
〇
二
二
）・
前
掲
注（
4
）、
六
六
頁
。

（
9
）　

株
式
会
社
日
本
総
合
研
究
所
（
二
〇
二
二
）・
前
掲
注（
4
）、
一
〇
四
頁
。

（
10
）　

三
富
紀
敬
『
イ
ギ
リ
ス
の
在
宅
介
護
者
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
二
〇
〇
〇
年
）
三
九
五
頁
。

（
11
）　

三
富
（
二
〇
〇
〇
）・
前
掲
注（
10
）、
三
九
七
頁
。

（
12
）　Jo A
ldridge and Saul Becker

（1993

）, Children W
ho Care: Inside the W

orld of Y
oung Cares, Loughborough: 

Loughborough U
niversity, D

epartm
ent of Social Science.　

報
告
書
の
概
要
に
つ
い
て
は
、
澁
谷
・
前
掲
注（
2
）四
―

五
頁
を

参
照
さ
れ
た
い
。

（
13
）　Ibid., p.80.

（
14
）　W

alker, A
.

（1996

） Y
oung carers and their fam

ilies: A
 survey carried out by the Social Survey D

ivision of O
N

S 
on behalf of the D

epartm
ent of H

ealth,  London: T
he Stationery O

ffi
ce.



142

法学研究 97 巻 3 号（2024：3）

（
15
）　O

ffi
ce for N

ational Statistics, U
npaid care by age, sex and deprivation, E

ngland and W
ales: Census 2021.

〈https://w
w

w
.ons.gov.uk/peoplepopulationandcom

m
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